
（１）橋本市でも地震は起こる

① 東海・東南海・南海３連動地震 ② 南海トラフ巨大地震 ③ 中央構造線断層帯を起震断層とする地震

⇒想定最大震度は6弱程度の予測 ⇒想定最大震度は6強程度の予測 ⇒震度７の揺れが予測

  以下に東海・東南海・南海３連動地震の震度分布図を示し
ます。東海・東南海・南海地震が連動して発生した場合
は、県内では震度５弱から７となり、中部から南部の沿岸
平野部を中心に大きな震度が予測されています。本市でも
想定最大震度は6弱程度の予測となっています。一部を除い
て震度5強程度の大きな震度が予測されています。

　以下に南海トラフ巨大地震の震度分布図を示します。南
海トラフ巨大地震の場合は、震度５強から７と全県的に大
きな揺れとなり、地盤の弱い沿岸平野部で特に大きな揺れ
が発生します。本市でも想定最大震度は6強程度の予測と
なっています。紀の川沿いの地域などで最大震度6強程度、
それ以外の地域に関しても震度6弱程度の大きな震度が予測
されています。

　淡路島南沖～和歌山・奈良県境付近で起きる地震で地震の規模はＭ8.0、震
源の深さは約４～14㎞、30年以内の発生確率は０～５％とされています。
和歌山市から橋本市（旧橋本市）にかけての紀ノ川沿いの低地で震度７の揺れ
が予測されています。本市でも紀の川沿いの低地で震度７の揺れが予測され、
紀の川右岸地域の多くでは、震度６強、左岸地域では震度６弱が予測されてい
ます。

Ⅰ住まいの耐震化をおすすめします。

　近年、国内各地で大きな地震が発生しており、住宅の倒壊による人命被害が多く伝えられています。今後、いつ起こるかわからない地震に対して、事前に対策を講じて
おくことが大切です。

図１ 東海・東南海・南海３連動地震による震度分布図

資料 和歌山県地震被害想定調査報告書（平成26年3月）

図２ 南海トラフ巨大地震による震度分布図

資料 和歌山県地震被害想定調査報告書（平成26年3

橋本市で予想される震度



（２）旧耐震基準の住宅は倒壊の恐れがあります。 （３）耐震診断とは？

熊本地震の被害状況（建築年代別）

～昭和56年5月
昭和56年6月～
平成12年5月

平成12年6月～ 木造全体

（770棟） （862棟） （323棟） （1955棟）

　建築物の耐震基準は昭和56年6月に大きく見直され、木造建
築物については更に平成12年6月に強化されています。平成28
年度熊本地震では、昭和56年5月以前に建築された住宅の
94.7％、平成12年5月以前に建築された住宅の79.7％が、被害
に遭っています。

　お住まいの住宅の耐震性能を診断し、耐震改修が必要かどうかを判断す
るものです。診断結果の評点の指標は、下記のとおりとなっております。
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熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書（H28・９）より

【耐震診断と評点について】

耐震診断をしてもらうと、あなたの家の強さに0.4、0.7、1.0のような点数がつきます。

この点数は、現在の建築基準法で定められている最低限の強さを1.0としたときのあなたの家の

強さの比率を表していると考えて下さい。つまり、評点0.5ということは、耐震基準で定める強

さの半分の強さしかないことになります。

【耐震改修の効果について】

震度
被害

仕上げのモルタル、漆喰などに軽微なひび
割れが発生する場合がある。
壁紙にしわが寄ることがある。
部分的なタイルの剥離
窓周辺のモルタルなどにひび割れ
壁紙の部分的破損
瓦のずれ、部分的落下
外壁の剥離
窓、扉の開閉不具合
内装仕上げの剥離
内外装の激しい剥離
大きな柱の傾き
窓、扉の破損
余震による倒壊の可能性
室内の空間がなくなる
近隣への影響大
火災発生の可能性大

（名工大 井戸田研究室　木造住宅の耐震リフォーム　より）　
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（１）耐震診断・耐震改修等に対する支援制度の活用

Ⅱ耐震診断・耐震改修を行う場合は

　最近、日本のいたるところで、大規模な地震が多発しています。大地震が発生すると甚大な

被害をもたらすことが予測されます。いつどこで発生するのか予測が困難な地震に備え、橋本

市では建築物の耐震化を進めています。

(平成30年度から対象年が拡がりました。）

●　無料診断（個人負担 無） ●　耐震診断費の２/３（最大8.9万円）を補助

※木造の在来工法であること 　　耐震診断実施・第三者機関による評価

(一社）和歌山県建築士会と委託契約    （一社）和歌山県建築士事務所協会などで審査

○  現場の調査及び設計図書により診断し、診断結果を住宅の所有者等に説明

「橋本市耐震改修事業」のご案内

耐震診断の助成制度について
木　　造 非 木 造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など）

平成12年5月以前に建築された住宅が対象 昭和56年5月以前に建築された住宅が対象

①木造住宅耐震診断の対象
・2階以下の個人所有の一般木造住宅（共同住宅

・長屋住宅含む）であること
・木造の在来工法（軸組工法・伝統工法）の住宅

・延べ床面積が400㎡以下であること

・併用住宅の場合は、延べ床面積の半分以上が住

宅の用途であること

・申込者が市税などを完納していること

②非木造住宅耐震診断の対象
・２階以下の個人所有の非木造戸建住宅であること

・延べ床面積が200㎡以下であること

・併用住宅の場合は、延べ床面積の半分以上が住宅

の用途であること

耐
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断

木造耐震診断フロー

申込書の配布

申込書の審査

適 合

決定通知を送付

耐震診断実施
（（一社）和歌山県建築士会より木造住宅耐震診断士を派遣）

住まいの耐震化を検討
してください

評点1.0以上
評点0.7以上

1.0未満
評点0.7未満

一応倒壊しない
倒壊する可能

性がある

倒壊する可能

性が高い

申込書の受付

不適合

不適合通知

診断結果

提出書類

・耐震診断申込書

・付近見取図

・間取り図

・外観全景写真

（異なる２方向から撮影）

裏面は耐震改修・建替えなどの助成制度

耐震マネージャー派遣(和歌山県事業）

・各種相談や改修プランの提案、概算費用の算出などを

無料で行います。

・本市が実施する木造無料診断実施し、耐震性能が1.0

未満と診断された住宅が対象

・申し込み先 （一社）和歌山県建築士会

電話：073-423-2562

耐震改修工事に伴う所得税・固定資産税の減額

・耐震改修工事後、構造評点が1.0以上になる住宅が対象

・増改築等工事証明書（発行は建築士など）又は耐震改修

証明書（市建築住宅課発行）等を添付のうえ提出
ただし、適用の要件等があるので下記までお問い合わせ下さい。

（問い合わせ先）

所得税減額⇒粉河税務署

固定資産税減額⇒市税務課

住まいの健康診断をしましょう！

耐震マネージャー派遣制度

無料相談


